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１．はじめに 

 

 沖縄県は年々観光客が増加しており、それに伴

う那覇空港を利用する航空利用者も増加傾向にあ

り、夏場の観光シーズンや年末年始を中心に希望

する航空便の予約が取れず、沖縄への訪問を取り

やめるなど、地域経済に影響を及ぼしている。 

 そこで、国（内閣府沖縄総合事務局と国土交通

省大阪航空局）と沖縄県では、那覇空港の将来整

備のあり方について、計画への住民参画を目的と

してパブリック・インボルブメント（以下、「Ｐ

Ｉ」という）の手法を取り入れながら、「那覇空

港の総合的な調査」を実施してきた。これらの検

討の結果を踏まえて、「構想段階」の検討を行う

こととなった。 

 この検討においては、国土交通省が平成 15 年 4

月に策定した「一般空港における新たな空港整備

プロセスのあり方（案）」1）などのガイドライン

に準じた検討が行われている。特に、本検討は計

画の構想段階からの計画策定を示した「公共事業

の構想段階における計画策定プロセスガイドライ

ン」2）の適用第 1 号である。 

 本論文では、空港整備事業としては初となる那

覇空港における「構想段階の計画策定プロセス」

の実施事例を報告し、今後のガイドラインに準じ

たプロジェクトの実施への知見とするものである。 

 

２．計画策定プロセスについて 

（１）一般空港等の整備プロセス 

「一般空港における新たな空港整備プロセスのあ

り方（案）」では、空港整備主体と関係地方公共 
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団体が連携し、一般空港（第２種空港、第３種空

港、共用飛行場等）における滑走路の新設、また

は延長に係る空港事業の「構想段階」と「施設計

画段階」それぞれにおいて、ＰＩ等を実施するこ

とが示されている。（図－１） 

また、構想段階の検討の以前に、地域要望等の

社会的ニーズへの対応に関する幅広い調査を検討

する段階として、「調査段階」（以下、総合的な

調査を実施している段階を「調査段階」という）

が示されている。この調査段階の検討は、那覇空

港や福岡空港の総合的な調査として、既に実施さ

れている。 
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図－１ 一般空港等の新たな整備プロセス 

 

（２）公共事業の構想段階における計画策定

プロセスガイドライン 

公共事業の計画に関して国民の理解を得るため

には、計画自体が適切であることはもちろんのこ

と、計画策定プロセスに対して透明性、客観性、

合理性、公正性を確保していくことが重要である

ことから、国土交通省では、適切な社会資本整備

を推進するため、「公共事業の構想段階における

計画策定プロセスガイドライン」（以下、「ガイ

ドライン」という）が平成20年4月に策定されてい

る。 

 このガイドラインが示す構想段階における計画

策定プロセスは、環境面を含め様々な観点から総

合的に検討を行い、計画を合理的に導き出す過程

を住民参画のもとで進めていくこととしており、

いわゆる戦略的環境アセスメント3）（以下、ＳＥＡ



とする）を含んでいるものとなっている。 

ガイドラインが示す構想段階における計画策定

プロセスは、透明性、客観性、合理性、公正性の

向上に資するため、標準的な計画検討手順と手順

の各段階に実施すべき事項、計画検討手順を進め

るにあたって実施される住民参画促進及び技術・

専門的検討に関する基本的な考え方や留意事項が

とりまとめられている。 

技術・専門的検討
技術的あるいは専門的知見に
基づき合理的かどうかについて
根拠を与える

計画検討手順
①計画検討の発議
②事業の必要性と課題の共有
③複数案の設定
④評価項目の設定
⑤複数案の比較評価
⑥計画案の選定
⑦計画の決定

住民参画促進
住民・関係者等の当該計画に対
する意見等の把握、当該計画に
対する理解の促進を図る

住民・関係者等との適切なコミュ
ニケーションを確保する

 

図－２ ガイドラインの概要 

 

３．調査段階の実施 

 調査段階は、平成15年度から5ヶ年にわたり検討

を行い、住民参画を目的としたＰＩを平成17年度

より3つのステップに分けて実施してきた。ステッ

プ１では、｢那覇空港に関する課題や将来像｣につ

いて、ステップ2では、｢将来の航空需要予測、空

港能力の見極め｣について、ステップ3では、｢滑走

路増設を含む将来対応方策｣について検討を行った。 

 その結果、那覇空港は、2010年度～2015年度頃

には将来の需要に対応できなくなる恐れがあり、

滑走路増設が必要であることが確認された。 

 また、ＰＩには多くの住民が参加し、ステップ3

では約12,000件のアンケートが寄せられ、その内

滑走路増設に肯定的な意見が多数寄せられたこと

から、これら結果等を踏まえ、滑走路増設案の具

体化に向け、さらに詳細な検討を進めることが適

切との結論に至り、平成20年1月に調査段階から構

想段階に移行した。 

 

４．構想段階の取組み 

（１）構想段階の概要 

ガイドラインでは、構想段階は「計画策定者が

事業の公益性及び必要性を確認するとともに、当

該事業により整備する施設の概ねの位置、配置及

び規模等の基本的な事項について、事業の目的に

照らして検討を加えることにより、計画を決定す

るまでの段階」と示されている。 

 そこで那覇空港での構想段階は、ガイドライン

に基づき、複数の選択肢から滑走路の概ねの位置、

方位等の基本的な諸元に関する一の候補地を選定

することとした。 

 

（２）構想段階の実施体制 

 構想段階の実施体制は、国と地域が連携し、透

明性を確保しつつ幅広い合意形成を図りながら検

討を進めるため、国と県が参画する「那覇空港構

想・施設計画検討協議会」を設置した。 

 また、那覇空港の構想段階における将来対応方

策の選定にいたる検討について、高度な技術・専

門的判断や計画内容の合理性を確保するため、

「那覇空港技術検討委員会」を設置した。 

 更に、那覇空港構想・施設計画検討協議会が行

うＰＩのプロセスや結果について評価及び助言を

行うことにより、本検討の透明性、公平性や公正

性を確保するため、「那覇空港構想段階ＰＩ評価

委員会」を設置した。 

技術的検討
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図－３ 構想段階の実施体制 

 

（３）構想段階での検討事項 

 構想段階では、以下の事項の検討を行った。 

①需要予測及び施設規模の検討 

 可能な限り最新の社会経済指標や航空サービス

を反映して、複数のケースについて需要予測を実

施した。その結果、将来需要に対応するためには

滑走路増設は必要との結論が得られた。また、滑

走路長については、現在、那覇空港に就航あるい

は就航予定の機材を考慮して、2700 ｍとした。タ

ーミナル用地等、展開用地については、2030 年度

の需要に対して、現空港用地内での対応が可能と

の結論が得られたことから、現時点では、整備の

対象から除き、今後の需要動向を踏まえて検討す

ることとした。 

②配置案の検討 

 調査段階や構想段階においては、瀬長島の改変

に対する反対や大嶺崎にある拝所等への配慮を求

める意見が多数寄せられ、また、地元自治体から



も同様の要望、要請が出された。これらを踏まえ、

技術検討委員会では、瀬長島の改変が生じる 210

ｍ案を検討の対象から除く方針が示された。滑走

路増設案の作成にあたっては、滑走路間隔 1310 ｍ、

850 ｍについて、｢空港計画との整合｣｢環境影響の

低減｣｢コスト縮減｣を踏まえ、増設Ａ案及び増設Ｂ

案の 2 案を作成した。 

③評価項目の設定 

 配置案を評価する項目としては、調査段階での

評価項目に対するＰＩでの意見を踏まえ、更に既

存事業における評価項目、沖縄県の地域特性等を

踏まえ、｢需給逼迫｣｢利便性｣｢事業効率性｣｢地域振

興･安全｣｢自然環境･社会環境｣｢長期展望｣の6つの

項目を設定した。 

④配置案の比較 

 作成した滑走路増設案については、設定した 6

つの評価項目により比較評価を行った。総合評価

については、全ての評価項目を公平に評価でき、

ＰＩの意見を反映させる余地があり自由度が高い

技術面、環境面からの定性的な評価を行った。ま

た、各案の違いを明確にするため、表-1 に示すよ

うな特徴の整理を行った。 

表－１ 各案の特徴 

地上走行距離は増設Ａ案に比べて短
い

概算工期は増設Ｂ案に比べ短い

事業費は増設Ｂ案に比べて安い

増設Ａ案に比べ、サンゴや藻場への
直接的影響は小さいが、砂質干潟へ
の影響は大きい

増設Ｂ案に比べ、サンゴ礁生態系へ
の直接的影響は大きいが砂質干潟生
態系への影響は小さい

瀬長島、大嶺崎周辺地区の改変は生
じない

瀬長島、大嶺崎周辺地区の改変は生
じない

閉鎖性海域の底質環境の変化が懸
念される

通水性の確保により、閉鎖性海域の
底質環境の変化を小さくする押さえる
ことが可能

2030年度までの需要に対応可能2030年度までの需要に対応可能

増設Ｂ案（滑走路間隔850ｍ）増設Ａ案（滑走路間隔1310ｍ）

地上走行距離は増設Ａ案に比べて短
い

概算工期は増設Ｂ案に比べ短い

事業費は増設Ｂ案に比べて安い

増設Ａ案に比べ、サンゴや藻場への
直接的影響は小さいが、砂質干潟へ
の影響は大きい

増設Ｂ案に比べ、サンゴ礁生態系へ
の直接的影響は大きいが砂質干潟生
態系への影響は小さい

瀬長島、大嶺崎周辺地区の改変は生
じない

瀬長島、大嶺崎周辺地区の改変は生
じない

閉鎖性海域の底質環境の変化が懸
念される

通水性の確保により、閉鎖性海域の
底質環境の変化を小さくする押さえる
ことが可能

2030年度までの需要に対応可能2030年度までの需要に対応可能

増設Ｂ案（滑走路間隔850ｍ）増設Ａ案（滑走路間隔1310ｍ）

 

 

（４）ＰＩでの情報提供 

 ＰＩ活動は、滑走路増設案選定について、県民

との情報の共有を目指し、「那覇空港構想段階に

関するＰＩ実施計画」に基づき、平成 20 年 12 月

15 日から平成 21 年 2 月 6 日にかけて実施した。 

周知広報にあたっては、表-2 に示すような様々

な媒体を活用した。また、県内各所や就航先の空

港で積極的にＰＩレポートを配布した。 

情報提供・意見収集にあたっては、より多くの

県民等にＰＩに参加してもらうため、説明員を配

置したオープンハウスを公共施設や商業施設等、

様々な場所で全県的に開催した。特に那覇空港周

辺の地域住民に対しては、積極的に説明を行った。 

表－２ ＰＩ手法と実施内容 

 

 オープンハウスや説明会等には 9,692 人が参加

した。また、アンケートについては、調査段階の

1.4 倍となる 18,025 人の方から回答があり、意見

総数は 13,531 人、延べ 27,543 件となった。 

 ＰＩの活動結果についは、｢①ＰＩ活動は適切に

行われたか｣、｢②提供した情報が周知されたか｣、

｢③提供した情報が理解されたか｣、｢④幅広く意見

を収集し、それらへの対応を示しているか｣の４つ

の各視点において自己評価を行い、その結果につ

いてはＰＩ評価委員会から概ね妥当との評価を受

けた。 

 

４．構想段階ＰＩ等の結果 

①ＰＩでの意見（住民） 

寄せられた意見のうち、約 9 割が滑走路増設に

関する意見で、寄せられた意見の中には、滑走路

増設にあたり自然環境への懸念や需要の見込みに

対する否定的な意見等もあったものの、滑走路増

設に肯定的な意見が 8 割を上回った。 

 

図－４ 滑走路増設に対する意見の概要 

（人数ベース） 



寄せられた意見を人数ベースで整理すると「増

設Ａ案に肯定的な方」は約７割、「増設Ｂ案に肯

定的な方」は７％になっており、「別案が良いと

する方」は２％、「滑走路増設に否定的な方」は

４％にとどまっていた。増設Ａ案に肯定的意見の

多くは、その理由として、工期や事業費、自然環

境、騒音影響をあげていた。ただし、肯定的な意

見」の中にも、自然環境への影響低減や工期短縮

等の更なる検討や配慮を求める意見が多数あった。 

②関係行政機関の意見 

構想段階において、ＰＩの手法を取り入れなが

ら、空港計画や周辺環境への視点を含めた検討を

行った結果、環境省より、これらの検討は、「戦

略的環境アセスメント導入ガイドライン（平成 19

年 4 月環境省策定）」に基づくＳＥＡを含むもの

と評価され、環境影響について、構想段階として

は相当具体的な調査・予測・検討が行われており、

環境影響を十分具体的に把握、比較検討されてい

ると評価できるとの見解が示された。 

③地方自治体等の意見 

ＰＩとは別に、那覇空港近隣 3 市や沖縄県市議

会議長会等地元自治体等より、騒音影響の軽減や

地域住民の安全、生活環境への配慮という観点か

ら現滑走路より 1,310 ｍ以上沖合への早期整備等

を求める声明が出された。 

④滑走路増設案の選定 

協議会では、各委員会での検討内容及びＰＩで

寄せられた県民等の意見等を踏まえ、那覇空港の

将来対応方策として、構想段階ＰＩで提示した｢増

設Ａ案（滑走路間隔 1,310 ｍ）｣が適当であると判

断し、構想段階を終了するとともに、引き続き、

整備指針（案）に規定する施設計画段階に移行し

て、同段階の検討を実施することとなった。 

 

５．構想段階計画策定プロセスへの知見 

①調査段階の役割 

 調査段階で事業の必要性と課題や複数の施策の

比較を十分に行い、住民への積極的な情報提供を

行ったことにより、構想段階で提示することとな

った施策（増設案）に至った経緯を分かりやすく

示すことが可能になったと考えられる。また、調

査段階のステップ1の時よりも住民の意見が増えて

いることから、施策に対する関心を高める効果が

あったと考えられる。このことから、構想段階を

円滑に進めるには、調査段階の綿密な実施が有効

であると考えられる。 

②積極的な情報提供 

 住民への情報提供は、ＰＩ実施時に限らず、委

員会などの資料の積極的な公開を実施するととも

に、検討内容に対する意見募集を実施した。その

結果、計画策定プロセスのより早い段階で住民へ

情報提供が行われ、計画策定プロセスの手続きや

方法に関する情報が誰に対しても開示され、透明

性が確保されたと考えられる。このことから、積

極的な情報公開が透明性の確保に有効であると考

えられる。 

③意見のフィードバック 

 構想段階では、調査段階ＰＩでの意見を反映し

て検討を行った。更に、構想段階ＰＩ実施後に、

住民の意見を集約し追加検討の有無を判断するな

ど、住民の意見が計画策定プロセスへフィードバ

ックされる体制を整え、合理性を確保したと考え

られる。このことから、住民の意見をフィードバ

ックできる体制を整えることが、手続きの合理性

確保につながると考えられる。 

④ＳＥＡとの関係 

 構想段階でＳＥＡを取り入れたことにより、事

業の位置、規模等の検討段階における環境影響の

回避及び低減を図ることが出来たものと考えられ

る。また、今回実施したＳＥＡの評価結果につい

ては、環境影響評価方法書等の作成に活かすもの

とし、今後の環境影響評価手続きをスムーズな進

捗に有効であると考える。 

 今回紹介した那覇空港の「構想段階計画策定プ

ロセス」で得られた知見は今後実施される公共事

業の構想段階に活かしていくことはもとより、ガ

イドラインを補完する参考資料として活用してい

くことも可能であると思われる。 
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